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自分自身で前もって考え、周囲の信頼する人たちと話し合い、共有することが重要
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治療等の意向

【ＡＣＰの共有】

少しでも長く生きたい、苦しむのは嫌、最後は自宅で看取られたいなど、

ＡＣＰとは①
アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）とは
～人生の最終段階における医療・ケアについて、本人が家族等や医療・ケアチー
ムと繰り返し話し合う取組
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ＡＣＰとは②

出典：札幌市豊平区西岡・福住地区在宅医療連携拠点事業推進協議会（とよひら・りんく）
「今から考えよう」から抜粋 http://www.toyohiralink.jp/saisyuu.html ２



救急医療の体制構築に係る指針①

第１ 救急医療の現状

(2) 病院前救護活動
① 市民への救急蘇生法の普及と自動体外式除細動器(AED)の設置
② 消防機関による救急搬送と救急救命士及びメディカルコントロール体制
③ 搬送手段の多様化とその選択
④ 傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準（実施基準）の策定と実施

（省略）

また、近年、救急隊が心肺停止傷病者の心肺蘇生を望まないと伝えられる事案の対応
について、多くの消防本部で課題として認識されている。総務省消防庁が全国の消防本
部を対象に調査を行ったところ、心肺蘇生を望まない傷病者への対応方針を定めている
と回答した本部は、399 か所（55.0%）（令和２年度調査）から 446 か所（61.6％）（令
和３年度調査）と増加しており、地域において対応方針の検討が進められている。

（省略）

２救急医療の提供体制

３



救急医療の体制構築に係る指針②

第２ 医療体制の構築に必要な事項

(2) 病院前救護活動の機能【救護】
② 関係者に求められる事項
ア 住民等
・人生の最終段階においてどのような医療・ケアを望むかについて日頃から話
し合うこと

エ 地域の救急医療関係者
・医療関係者、介護関係者は、地域包括ケアシステムやアドバンス・ケア・プ
ランニング（以下「ACP」という。）に関する議論の場等において、患者の希望
する医療・ケアについて必要な時に確認できる方法について検討すること

・自治体や医療従事者等は、患者や家族等が、人生の最終段階においてどのよ
うな医療・ケアを望むかについて日頃から話し合うよう促すこと

・ACP に関する議論や救急現場における心肺蘇生を望まない心肺停止患者への
対応方針等は、例えば、救急医療の関係者や地域包括ケアの医療・介護関係
者、消防関係者等地域の関係者がそれぞれ実施する会議を合同で開催すること
などにより、地域の実情に応じ地域の多様な関係者が協力して検討すること

２ 各医療機能と連携

４



ＡＣＰに係る国の取組①

厚生労働省によるパンフレット厚生労働省による啓発動画の公開 ５



ＡＣＰに係る国の取組②

在宅医療・救急医療連携にかかる調査・セミナー事業（厚生労働省委託事業）

（１）事業実施概要
地域における在宅医療・救急医療等の関係者間の連携体制の構築を支援

（２）令和４年度の取組
・北海道（北見市）と大分県がモデル市区町村に選定し、関係者を集めた
セミナーを以下のとおり開催
・市町村職員や在宅医療、救急医療関係者を対象に、講演やグループワー
クにより連携ルールの検討や運用に向けた工程表の策定など技術的な支
援の実施

（３）セミナーの出席者の状況

第１部 ９月１７日（土）
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第２部 １２月１０日（土）

行政 消防 医師会 医療
機関

介護
施設

計

８ ３ １ ４ ３ １９

６



ＡＣＰに係る道の取組
北海道在宅医療推進支援センターを設置し、課題分析や在宅医療に係る先進事例集の作成、

各種研修会を実施しています。

７



ＡＣＰに係る道の取組（参考）

８


